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広聴広報委員会記録

令和４年９月 20 日 

（開会 午前 11 時 52 分） 

委員長 ：ただいまの出席委員は７名であります。 

定足数に達しておりますので、これより本日の委員会を開会します。 

岩渕優副委員長と岩渕典仁委員より遅参の旨、届出がありました。 

録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、御了承願います。 

これより議事に入ります。 

初めに、議会モニターとの意見交換会についてを議題といたします。 

議会モニターとの意見交換会は、９月 30日に開催することとしておりますが、開催方

法などについて協議したいと思います。 

開催方法の案について、書記より説明させます。 

暫時休憩します。 

     （休憩 11：54～11：56） 

委員長 ：再開します。 

これより意見交換を行います。 

事務局で説明したとおりでありますけれども、前半はワークショップ形式でやるとい

うことと、それから後半はこれまでモニターから頂いた意見の内容確認ということです。  

モニターから７月 25 日以降に頂いた意見は、皆さんにお示しのとおりであります。 

それでは皆さんから意見を頂きたいと思います。 

菅原委員。 

菅原委員：開催方法の確認になるのですが、ワークショップ形式で、２班に分かれるところまで

は分かりました。 

テーマ１、２、３を同じ班で 1時間程度、議論するということでよろしいでしょうか。 

委員長 ：そういった方向です。 

猪股委員。 

猪股委員：ワークショップは２班ということですけれども、私たち委員は傍聴者的な立ち位置で

しょうか。 

委員長 ：班の中に入って進めます。 

     猪股議員。 
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猪股委員：そうですよね。 

そうするとモニターと議員の人数がアンバランスで、少し具合が悪い。 

しようがないのですけれども。 

委員長 ：若干議員が多いが、３人対４人です。 

進め方としては、向こうの話を聞くというスタンスで臨むということです。 

意見交換でありますので、こちらからも話すことは当然あると思いますけれども、主

にはモニターの考え、意見を頂くということでいいと思います。 

那須委員。 

那須委員：テーマ③会議の運営ですが、先ほど事務局からは議会の運営と説明されました。 

確認したいのですが、議会の運営となると、モニターからの意見、今後どうしたらい

いのかというような意見交換は難しいのではないかと。 

資料のとおり会議の運営についてであれば、いいでしょうか。 

     （休憩 11：59～12：01） 

委員長 ：再開します。 

会議の運営というのは、議会における会議の進め方ということで、モニターに説明し

たいと思います。 

菅原委員。 

菅原委員：そのテーマですが、例えば資料３ページの須藤正男さんの意見。 

下から３行目、議員モニターと議員の意見交換会では、協働についての討論を希望い

たしますというようにあります。 

久慈市議会の報告書を読ませていただいて、ものすごく感じたのは、市民の方々、特

にモニターになる方々は、政策のこととか、市民の生活に密着するような政策を議員と

一緒に話し合いたいのだなということをすごく感じたのです。 

それで、この３つのテーマですが、これは話し合いたいという要求に応えていないよ

うな気がするのです。 

委員長 ：後半の全体会形式で行う意見交換の際に、これまでモニターから頂いた意見内容の確

認を行いますので、そこで、もしモニターからそのような話があればということになる

と思います。 

前半でも会議の運営という中で、そのような意見が出される可能性もあります。 

菅原委員。 

菅原委員：そうすると、私が思うに、モニターが話し合いたい議題を話し合うことにすると、前

半は１時間で３つのテーマを話し合うので、後半は 20 分程度になるのですが、後半の

20 分だけでは、時間が足りないような気がします。 
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モニターは政策をたくさん聞きたい、話したい、意見をたくさん言いたいと思うので

もう少し後半の部分に時間を取ってもいいのではないかという感じがするのですが、い

かがですか。 

委員長 ：休憩します。 

     （休憩 12：05～12：10） 

委員長 ：再開します。 

進め方ですけれども、前半を１時間ではなくて、後半のほうにもう少し時間をかけた

ほうがいいのではないかというお話もありましたが、今回は案のとおりの方向で進めた

いと思います。 

そのほか、御意見はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：ないようですので、意見交換を終わります。 

それでは議会モニターとの意見交換会については、事務局案のとおりに進めたいと思

います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

次に、市民と議員の懇談会の開催日程についてを議題とします。 

開催日程について、書記より説明させます。 

暫時休憩します。 

     （休憩 12：12～12：14） 

委員長 ：再開します。 

ただいま書記より開催日程について説明がありました。 

開催日程について、皆さんから御意見ありますか。 

菅原委員。 

菅原委員：個人的なことですが、10 月７日、19 時からの日形の日程は、私ちょっと難しいので、

どこかと交換したいのですが、駄目でしょうか。 

委員長 ：休憩します。 
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     （休憩 12：15～12：22） 

委員長 ：再開します。 

それでは開催日程については、事務局案のとおりとして進めたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、さよう決定しました。 

次に、その他に入ります。 

次回の委員会についてですが、既に確認しておりますとおり９月 30 日金曜日、午前

10 時から開催し、第 71 号議会だよりの初校について協議を行いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、さよう決しました。 

後日、通知を送付します。 

なお、当日は午後１時から議会モニターとの意見交換会を開催いたしますので、併せ

てよろしくお願いいたします。 

なお、ワークショップの班分けについては、委員長、副委員長にお任せ願いたいと思

います。 

そのほか、皆さんから何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、以上で予定した案件の協議を終わります。 

以上で、本日の委員会を終了します。 

御苦労さまでした。 

（閉会 午後０時 23分）  


